
令和 6年度 第 1回 丸亀市情報公開・個人情報保護審査会 会議録 

 

  

日時 : 令和 6年 4月 24 日 (水)  午後 3時 00分～午後 3時 20分 

場所 : 丸亀市役所 4階 特別会議室 

出席者：委 員 石井研也（会長） 三野隆子（副会長） 青木丈 秋月智美 福永健一 

事務局 中原直樹（秘書課広報戦略室長） 大塚利香（秘書課広報戦略室） 

欠席者：0人 

傍聴者：0人 

 

議事 

(1)委嘱状交付 

 青木委員に委嘱状を交付（丸亀行政不服審査委員の委嘱状も併せて交付） 

 

(2)令和 5年度情報公開制度等の運用状況について 

（事務局） 

以下について、件数等を一括して報告 

①公文書の開示請求等について、②個人情報の開示請求等について、③不服申し立てにつ

いて、④会議別開催回数等について 

 

（青木委員） 

令和 5 年から、個人情報の取り扱いは個人情報保護法に基づくという話だったが、資料で

は運用状況について丸亀市個人情報保護法施行条例 8 条に基づきとなっているが、どういう

ことか。 

（事務局） 

 自治体が定める施行条例で規定できることは、開示決定の期限や手数料、運用状況の公表

など限定的で、個人情報の取り扱いまでは規定できないこととなっている。 

（青木委員） 

 情報公開についてはどうなっている。 

（事務局） 

 情報公開制度については従来どおりで、国は法律、自治体は条例で取り扱いを定めている。

個人情報に関してはマイナンバーが普及する中で、国は個人情報の保護とともに利活用を推

し進めている。そこで、各自治体や国、民間で個人情報の取扱いが違っていては情報連携の

障害になるため、その取り扱いについて法律に統合された。 

 

閉会 


